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開局薬剤師が関わる在宅医療の
現状と今後の医療計画について 

平成23年7月13日 
（医療計画の見直し等に関する検討会） 

 
日本薬剤師会 

資料３ 
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在宅では幅広い状態の患者に対応している 

出典）平成２２年度「医療施設・介護施設利用者に関する横断調査」 
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在宅療養患者の医療区分は比較的高い 

出典）平成２２年度「医療施設・介護施設利用者に関する横断調査」 
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介護施設における服薬状況 



5 5 平成23年2月7日 社会保険審議会介護給付分科会資料より 

薬の管理が必要 

区分支給限度基準額に関する調査結果 
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75.7% 

複数の医療機関から同じ薬が重複して処方

されていた 

相互作用のおそれのある薬の投与があった 

習慣的に薬の飲み忘れをしていた 

本人の嚥下能力に薬の形状が適していな

かった 

習慣的に薬を飲みすぎていた 

処方内容と患者の食習慣が合っていなかっ

た 

薬による副作用の発症があった 

服用している薬への理解が不足していた 

出典）平成21年度老人保健事業推進費等補助金「地域薬局による在宅服薬支援（在宅医療・居宅療養）における薬物治
療の向上及び効率化のための調査研究」 

【誤薬のリスク】※施設側の意見 
 

・眠前薬、点眼薬は介護職の人に与薬してもらっている（誤薬のリスク）。 

・実際に服薬を介助する介助員の知識が足りないと思われること。介護員の質の問題。 
・現場（介護職）が内服に関しての知識が乏しいため、内服介助の際の危機感（誤薬、飲み忘れ、副作用など）がうすい。 
 介護職も利用者一人ひとりの内服に興味を持っていただく必要がある。 
・長期入所の人の朝の薬は赤、昼の薬は青、夕の薬は黒、就前は緑でわかりやすくしているが、短期入所の人は薬局ごとに 
 赤を夕にしていたり、黒を朝にしたりしていて、かえって間違いやすい。 

・管理については服薬まで全て看護師が行えないため、配薬ミスがどうしても起こってしまっている。 

問題なし：７８．８％ 

問題あり： 
２１．２％ 

高齢者向け住宅・施設の入所者における 
薬剤関連の問題 

施設側からみて、薬学上問題が 
あるとされた入所者の割合 

問題の内訳（N＝2,286） 
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57.3%

9.1%

1.7%

35.7%

7.9%

10.5%

5.7%

23.3%

46.4%

13.2%

0% 20% 40% 60% 80%

薬剤の保管状況       

薬剤の重複             

併用禁忌の薬剤       

薬剤の飲み忘れ       

薬剤が飲みにくい     
ため残されていた     

薬剤の飲みすぎ       

処方内容と食習慣が
合っていなかった      

副作用の発症          

服用薬剤の理解不足

その他                    

（N=812）

在宅患者訪問薬剤管理指導 
又は居宅療養管理指導の開始時に 
発見された薬剤管理上の問題点 

潜在的な飲み忘れ等の年間薬剤費の粗推計 

=約５００億円 

73.5%

60.8%

35.7%

66.2%

65.6%

55.3%

76.1%

66.1%

78.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤の保管状況       

薬剤の重複             

併用禁忌の薬剤       

薬剤の飲み忘れ       

薬剤が飲みにくい     
ため残されていた     

薬剤の飲みすぎ       

処方内容と食習慣が
合っていなかった      

副作用の発症         

服用薬剤の理解不足

改善 不変 悪化 無回答

（N=465）

（N=74）

（N=14）

（N=290）

（N=64）

（N=85）

（N=46）

（N=189）

（N=377）

在宅患者訪問薬剤管理指導 
又は居宅療養管理指導の取り組みの効果 

出典）平成１９年度老人保健事業推進費等補助金「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の 
    在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」 

在宅患者訪問薬剤管理指導等により改善される 

飲み残し薬剤費の粗推計 

=約４００億円 

（参考） 

居宅における薬剤管理の問題点と 
薬剤師による訪問指導の効果 
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在宅患者訪問薬剤管理指導等の重点的取り組み事項 

5.9%

43.7%

57.9%

73.3%

20.2%

74.1%

14.5%

4.1%

8.4%

37.2%

6.0%

83.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問回数の増加

薬剤の保管に関する指導

服薬方法に関する指導

薬剤の内容に関する説明

服薬ｶﾚﾝﾀﾞｰ等ﾂｰﾙの利用

一包化の実施

粉砕の実施

嚥下補助剤等の利用

処方医との連携

処方医以外の医師と連携

介護事業者への情報提供

その他

（N=812）

処方医以外の連携先 

24.4%

7.9%

34.9%

2.8%

17.2%

22.3%

2.3%

1.5%

0.9%

0.1%

3.2%

1.6%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ケアマネジャー

ホームヘルパー

訪問看護ステーション

ショートステイ事業者

その他の介護事業者

医療機関の訪問看護部門

理学療法士

作業療法士

保健所・保健センター

民生委員

他の医師

他の薬局

その他

（N=812）

■入院中の患者に対する共同指導の実施施設  
  ５施設  （調査数５００件、うち回答のあった施設３５０施設中） 

■在宅療養中の患者に対する共同指導の実施施設 
  １１２施設 （調査数５００件、うち回答のあった施設３５０施設中） 

在宅医療への薬剤師の取組み状況 

出典）平成１９年度老人保健事業推進費等補助金「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の 
    在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」 
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薬剤師による関与の一例  
 
 

在宅訪問A診療所（主治医） 
 
アムロジピン5mg            朝食後 
インダパミド 2mg            朝食後 
アトルバスタチン5mg    夕食後 
酸化マグネシウム0.5g  夕食後 
                28日分 
嚥下困難につき粉砕し一包化 
 
 
 

 
 

在宅支援B病院（認知症専門） 
 
ドネペジル5mg         朝食後 
チアプリド25mg         朝夕食後 
                 60日分 
 
 

 
 

患者宅での問題点 
認知障害があり薬の管理が難しい 
嚥下障害がある 
薬を含んでから吐き出してしまう 
酸化マグネシウム錠の手持ち多数 
 
 

 
 
 
医師との連携 
 A診療所とB病院の処方を併せて管理 
  ＊粉砕して一包化 
  ＊B病院の処方は28日毎分割調剤 
  ＊併用薬の情報提供（報告書） 
 
家族・介護者との連携 
  ＊フルーツフレーバーで矯味 
  ＊B病院の残薬（処方）は薬局で管理 
 
患家にある薬の利用 
  ＊酸化マグネシウムの処方削除 
  ＊余っている薬を処方に併せて使用 
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出典） 平成19年度「新・薬剤師行動計画」実施状況の検証結果（日本薬剤師会）より抜粋 (N = 33,032) 

63.9%

22.5%

29.9%

71.6%

6.3%

5.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

うち訪問指導の実施状況

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出状況

該当患者なし

届出をしていない届出をしている

実施している 無回答

無回答

薬局の在宅訪問に関する届出状況と 
訪問指導の実施状況 
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件 数 割 合 

薬剤師である職員が１人のみであるため、在宅患者訪問薬剤管理指導等を実施する際は定期的に
閉店する 16 5.4% 

薬剤師である職員が１人のみであるため、在宅患者訪問薬剤管理指導等を実施する際は不定期に
閉店する 23 7.8% 
複数の薬剤師がシフトを組んで担当しており、各薬剤師が患者の受持ち制をとっている 66 22.4% 
複数の薬剤師がシフトを組んで担当しているが、患者の受持ち制はとっていない 31 10.5% 

複数の薬剤師が他業務の空いた時間帯に随時実施し、各薬剤師が患者の受持ち制をとっている 
55 18.7% 

複数の薬剤師が他業務の空いた時間帯に随時実施しているが、患者の受持ち制はとっていない 
43 14.6% 

在宅患者訪問薬剤管理指導等を専任とする薬剤師を置いている 45 15.3% 
無回答 15 5.1% 

合   計 294 100.0% 

［N=350］ 常勤職員 非常勤職員 
薬  剤  師 2.55人 1.32人 

その他の職員 2.01人 0.82人 

［再掲］ケアマネジャーの資格保有者 0.49人 0.11人 

施設あたりの従業員数 

実施体制 

調査票発送数：５００件 
回収数：３５０件 

在宅患者訪問薬剤管理指導等の実施体制 

出典）平成１９年度老人保健事業推進費等補助金「後期高齢者の服薬における問題と薬剤師の 
    在宅患者訪問薬剤管理指導ならびに居宅療養管理指導の効果に関する調査研究」 
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「チーム医療の推進について」 ＜抜粋＞ 
（平成22年3月19日、チーム医療の推進に関する検討会報告書） 

３．看護師以外の医療スタッフ等の役割の拡大 
（１）薬剤師 
 

 ○医療技術の進展とともに薬物療法が高度化しており、チーム医療において、薬剤の専門家
である薬剤師が主体的に薬物療法に参加することが、医療安全の確保の観点から非常に
有益である。  

 

 ○さらに、在宅医療を始めとする地域医療においても、薬剤師が十分に活用されておらず、
看護師等が居宅患者の薬剤管理を担っている場面も尐なくない。  

 

 ○こうした状況を踏まえ、現行制度の下、薬剤師が実施できるにもかかわらず、薬剤師が十分
に活用されていない業務を改めて明確化し、薬剤師の活用を促すべきである。  

２．各医療スタッフが実施することができる業務の具体例 
（１）薬剤師  
  ２）薬剤に関する相談体制の整備 
 

    薬剤師以外の医療スタッフが、それぞれの専門性を活かして薬剤に関する業務を行う場
合においても、医療安全の確保に万全を期す観点から、薬剤師の助言を必要とする場面が
想定されることから、薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談に応じることができる体
制を整えることが望まれる。  

「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」 ＜抜粋＞ 
（平成22年4月30日医政発0430第1号、 厚生労働省医政局長通知） 
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55 
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25 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

地域行政（市町村） 

介護支援専門員協会 

地域包括支援センター 

看護協会・訪問看護協会 

地域医師会・歯科医師会 

されている 

されていない 

無回答 

薬局の在宅

訪問に関す

る届出等の

状況を把握
している 

83% 

薬局の在宅

訪問に関す

る届出等の

状況を把握
していない 

15% 

無回答 
2% 

地域（市町村）薬剤師会による 
薬局の状況把握 

薬局の在宅届出情報の提供状況 

出典）平成21年度在宅医療等に関する実態調査結果（日本薬剤師会）より 

N＝401地域支部 
 

薬局の在宅届出情報の周知状況 
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日本薬剤師会の取り組み 
在宅療養推進アクションプラン 

 
 
・医療職 
・介護職 
・行政 
 医療/薬務 
 介護/介護予防 
 地域包括支援センター 
・地域住民 

・支部における訪問薬剤管理指導業務の体制整備  

・地域の在宅応需体制等を把握するための薬局調査 

 

・地域の薬局情報公開ツール（薬局リスト等）の作成 

・薬局在宅業務の説明用資料 
 

地域連携の促進 
薬局機能・業務の理解促進 

 

・在宅応需体制向け調査票のひな形作成 
・薬局情報一覧リストのひな形の作成 
・薬局在宅業務の説明用資料の作成 
・全国在宅担当者会議  
  

日 

薬 

715 

支 

部 

薬 

地域（支部）での円滑な実施の 
ための総合的な支援 

平成23年度末、進捗状況を確認し更なる推進策を検討（全国担当者会議を予定） 

47 

県 

薬 
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在宅応需薬局の必須情報リスト例 
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居宅等における医療について① 

• 【都道府県は、地域においてどのような診療所、病院、訪問看護ステーション、
薬局等が、どのような連携体制により在宅医療の機能を担っているのか、住民
や患者、医療関係者に分かりやすく理解できるよう記載することが重要である】
としている。 

 

• 地域における在宅医療の提供体制に関する情報は十分ではなく、切れ目ない
医療提供およびケアマネージメントを含む多職種連携を実現する上で障害と
なっている。 

• 安心して在宅療養を維持・継続するためには、医薬品の適正使用は不可欠で
ある。そのため、薬剤師が居宅を訪問し、服薬状況等の管理指導業務を行うこ
とが求められている。一方、在宅訪問指導の届け出を行っている薬局のうち応
需経験は22%と比較的尐なく、在宅医療の現場で薬局・薬剤師が効果的に活用
されていない状況にある。 

• 医療用麻薬は、終末期医療において不可欠なものであるが、医薬品卸からの
配送時間や週末の供給体制などに問題があり、備蓄面等で医療機関や薬局
の負担となっている。 

＜現行の医療計画における位置付け＞ 

＜現状の問題点＞ 
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次期医療計画では、在宅医療を担う医療職、介護職並びに行政が、より適切 

 な連携と相互理解を深めることができるよう、地域包括ケアシステムとの整合
性をはかりつつ具体的な施策を盛り込んでいただきたい。 

 

１）医療・介護の一層の連携強化を実現するため「施設入所者を含め在宅患者 
  の薬学的な管理を担う地域薬局・薬剤師の役割」をより明確に位置付ける。 
 

２）地域包括ケアシステムの想定する地域（30分圏内・小中学校区）において、 
  尐なくとも１施設の在宅訪問が可能な薬局が存在するよう環境整備を行う。 
 
３）在宅訪問に対応可能な薬局リストを整備し、それらを地域住民、医療・介護関 
  係者、行政等が情報を共有できる環境整備を行う。 
 
４）上記リストに掲載される薬局数を、現在の応需薬局数の２倍程度になるよう

環境整備を行う。  

居宅等における医療について② 

＜次期医療計画の見直しについて＞ 
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５）地域の在宅医療をより充実させるため、小規模な薬局であっても積極的に在宅 
  医療に参加できるよう、地域の状況に応じた薬局間の連携・相互支援体制構築 
  のための方策を講じる。 
 
６）入院と在宅の間のシームレスな医療提供及び薬学的な管理の一層の充実を図 
  るため、病棟に勤務する薬剤師はもとより薬局の薬剤師もチーム医療の一員と 
  して入退院時等カンファレンスに参加できる方策を講じる。 
 
７）介護施設等における薬学的な管理をより充実するため、地域の薬剤師がチー  
  ム医療の一員として「医療・介護スタッフの相談に応じる体制整備」への関与の 
  あり方について方策を講じる。 
 
８）在宅での終末期医療推進のため、医療用麻薬の提供体制の充実が求められ 
  ることから、関係者間の調整を図りつつ必要な方策を講じる。 

居宅等における医療について③ 

＜次期医療計画の見直しについて＞ 


